
単価契約仕様書 

 

環境政策局適正処理施設部施設管理課 

（担当：麻生 222-3964） 

件  名 産業廃棄物（石膏ボード）の処理業務 

形状・寸法 仕様書のとおり 

予定数量 仕様書のとおり 

履行期間 契約の日から令和９年３月３１日まで 

契約条件 

１ 総則 

本業務は、京都市契約事務規則および関係法令等を遵守し、本仕様書に基づき完全に

履行すること。 

 

２ 処理の基準 

本業務は、各事業所から排出される産業廃棄物（ガラスくず、コンクリートくず及び

陶磁器くず類の区分）のうち、品目は「石膏ボード」であり、処理は次に定めると

ころにより実施する。 

 

 

(1) 受託者の条件 

本業務の受託者は、その施設について京都市長から廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に基づく産業廃棄物処理業（中間処理）の許可を受けていること。 

 

(2) 処理方法 

受託者は、排出された産業廃棄物を許可施設にて適正に処分すること。 

 

(3) 搬入方法 

ア 各事業所から排出される産業廃棄物（石膏ボード）の搬入は、本市が自ら行

うものとする。 

イ 搬入予定期間は、初回は令和８年５月１８日から令和８年５月２９日までと

し、２回目以降の搬入期間は都度協議し決定する。 

 

(4) マニフェストの運用 

ア 本業務は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マ

ニフェストシステムを利用して実施するか、または産業廃棄物管理票（以下「紙マ

ニフェスト」という。）を交付することにより実施すること。 

イ 紙マニフェストを交付する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２

条の３の規定に従い、以下に定める手順のとおり、紙マニフェストの回付、送付、

保存を行うこと。 
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本業務の受託者は、収集運搬業者から紙マニフェストを受領した際、廃棄物受領時

に必要事項を記入のうえ、Ｂ１票およびＢ２票を収集運搬業者に手渡すこと。 

本業務の受託者は、処理終了後、残るマニフェストに必要事項を記入のうえ、Ｃ２票

を収集運搬業者に、Ｄ票を各事業所へそれぞれ１０日以内に送付すること。 

本業務の受託者は、処理後の廃棄物を売却した場合は売却先を記入のうえ、Ｅ票を各

事業所へ１０日以内に送付すること。 

 

３ 処理予定量 

契約期間における収集予定量は１２００キログラムを見込んでいるが、この見込み数

値は予測であり、本市の都合により増減する可能性がある。 

 

４ 委託料 

委託料は、処理量（キログラム）に契約単価を乗じて算出し、京都市が指定する方法

により請求すること。 

 

５ 報告等 

本業務の受託者は、搬入量および処分結果報告書を翌月１４日までに環境政策局適正

処理施設部施設管理課に提出すること。 

 

６ その他 

本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、別途協議を行うものとする。 

 

 

【参考】排出事業所一覧（紙マニフェストの返送先も同様） 

名 称 位 置 電話番号 

南部クリーンセンター  京都市伏見区横大路八反田２９  ６１１－５３６２ 

東北部クリーンセンター  京都市左京区静市市原町１３３９  ７４１－１００３ 
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